
乳用牛の改良増殖をめぐる情勢

令和元年６月

生産局畜産部畜産振興課

参考２



Ⅰ 生乳の需給及び酪農をめぐる情勢
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牛乳等398万㌧
乳
価(

取
引
価
格)

344万㌧ 55万㌧

※２

脱脂粉乳・バター等

150万㌧

輸入乳製品 500万㌧

115

80
75

北海道都府県

国内の生乳生産量(29年度) 729万㌧（北海道392万㌧、都府県337万㌧）

生ｸﾘｰﾑ等

125万㌧

70

円/kg

生産コスト

生産者団体、乳業メーカー間で季節毎の需要等を踏まえ、用途別に取引

※ 本資料は、平成29年度のデータに基づいて作成したもの。
※１ このほか、他の用途向け（約9万トン）や自家消費及び欠損分（約5万トン）の生乳がある。
※２ 用途別の乳価（取引価格）は、29年度の各用途の代表的な水準（税抜き）を示したもの。
※３ 生クリーム等は、生クリーム・脱脂濃縮乳・濃縮乳に仕向けられたものをいう。
※４ 対策の金額は、29年度予算額（所要額）。

ﾁｰｽﾞ

42万㌧

（１）生乳の需給構造

飼料生産型酪農経営支援 （70億円）

加工原料乳生産者経営安定対策

チーズ 348万㌧
アイスクリーム等 65万㌧

自由化品目

バター
ホエイ

等

38万㌧

学校給食
用脱脂粉

乳 等

48万㌧

関税割当
品目

国家
貿易

うち関割外
2万㌧

国家貿易により国
内の需給状況に
応じた輸入の実施

・ 生乳は、毎日生産され、腐敗しやすく貯蔵性がない液体であることから、需要に応じ飲用向けと乳製品向けの仕向けを調整すること
が不可欠。

・ 輸入品と競合しない飲用向け生乳（都府県中心）は､価格が生産コストを上回っており､需要に応じた生産による需給安定が課題。
・ 乳製品は、保存が利き、飲用と乳製品向け（北海道中心）の生乳量を調整する役割を果たしているが、輸入品と競合。
・ 現行の制度は、乳製品向け生乳に対象を絞り、交付対象数量を設けて補給金等を交付することにより、生乳需給全体の安定を図り、
全国の酪農家の経営安定を図っている。

※輸入数量は飼料用を除く
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加工原料乳生産者補給金
（370億円）

398万㌧

317万㌧

119万㌧7万㌧ １万㌧41万㌧ 21万㌧ 129万㌧

乳製品向け生乳

飲用向け
生乳

※３

※４

※１

１ 生乳需給
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最高
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（注）在庫量は年度末の数値。
（）は前年同期からの在庫の増減（万トン）

○ 我が国の生乳需給は、天候の変動（冷夏や猛暑）や国際乳製品市況の変動等の影響を受けやすい。近年は、国内生乳生産
量の減少により、不足傾向にあるところ。

○ 28年度は、バターは追加輸入の実施等により在庫量は増加し、脱脂粉乳は消費量が増加したこと等から在庫量は減少。
○ 29年度は、バターは生産量の減少等から在庫量は減少し､脱脂粉乳は追加輸入の実施等により在庫量は増加。
○ 30年度（2月末）は、前年同期と比較すると、バター、脱脂粉乳ともに在庫量は減少。

○生乳の需要と供給

減産型の
計画生産

減産型の
計画生産

（２）生乳需給の推移
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○乳製品の在庫量

（2月末）
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（３）生乳の用途別仕向量の推移

・ 牛乳等向け処理量は、減少傾向で推移してきたものの、近年は健康志向の高まり等により横ばいで推移。一方、乳製品向
けについては、脱脂粉乳・バター向け生乳処理量が低下する一方で、生クリーム等の液状乳製品向けが順調に拡大し、乳
製品全体の仕向け量は、ほぼ横ばいで推移。
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資料：農林水産省「牛乳乳製品統計」、中央酪農会議「用途別販売実績」、（独）農畜産振興機構調べ
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１．最近の生乳需給をめぐる状況（１）酪農の生産額
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・ 我が国の畜産は、農業総産出額の３５％を占める。乳用牛は畜産の約３割のシェア。

・ 都道府県別では北海道が最も多く53％を占める。

畜産

（3兆2,522億円）

35%

野菜

26%

コメ

19%

果実

9%

その他

11%

H29
農業総産出額

9.3兆円

＜畜産の内訳＞

乳用牛 28％
（8,955億円）

肉用牛 22％

豚 20％

鶏卵 16％

鶏肉 11％

その他 ３％

○ 乳用牛の産出額の多い都道府県

都道府県 産出額
（億円）

全国に占める
割合

北海道 4,919 ５３％

栃木県 418 ５％

熊本県 306 ３％

群馬県 289 ３％

千葉県 276 ３％

（１～５位計） 6,208 ６７％

２ 経営の動向

出典：農林水産省生産農業所得統計



（２）乳用牛飼養戸数・頭数の推移

・ 飼養戸数は、毎年、年率４％程度の減少傾向で推移。
・ 飼養頭数は、年率２％程度の減少傾向で推移していたが、30年に16年ぶりの増加（＋5千頭）。

・ 一戸当たり経産牛飼養頭数は増加傾向で推移しており、大規模化が進展。

・ また、一頭当たりの乳量は上昇傾向。

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

乳用牛飼養戸数（千戸） 23.1 21.9 21.0 20.1 19.4 18.6 17.7 17.0 16.4 15.7

　（対前年増減率）（％） (▲5.3) (▲5.2) (▲4.1) (▲4.3) (▲3.5) (▲4.1) (▲4.8) (▲4.0) (▲3.5) （▲4.3）

うち成畜50頭以上層(千戸) 7.8 7.3 7.1 7.0 6.9 6.8 6.4 6.5 6.4 6.2

戸数シェア（％） (34.1) (33.7) (34.1) (34.9) (35.9) (37.3) (36.9) (38.9) (39.6) (40.3)

乳用牛飼養頭数（千頭） 1,500 1,484 1,467 1,449 1,423 1,395 1,371 1,345 1,323 1,328

　（対前年増減率）（％） (▲2.2) (▲1.1) (▲1.1) (▲1.2) (▲1.8) (▲2.0) (▲1.7) (▲1.9) (▲1.6) (0.4)

うち 経産牛頭数（千頭） 985 964 933 943 923 893 870 871 852 847

515 521 534 506 500 501 502 474 471 481

うち成畜50頭以上層(千頭) 986 983 987 980 944 948 940 949 934 961
頭数シェア（％） (66.7) (67.3) (68.5) (68.9) (67.8) (69.7) (70.4) (72.5) (72.6) (74.3)

一 戸 当 た り  全  国 42.6 44.0 44.4 46.9 47.6 48.0 49.1 51.2 52.0 54.0

経産牛頭数（頭）  北海道 62.4 63.6 63.9 68.1 68.1 68.2 68.8 72.6 72.8 75.2

 都府県 32.5 33.2 33.6 34.9 35.9 36.2 37.2 38.1 38.9 40.4

経産牛一頭当たり  全  国 8,088 8,047 8,034 8,154 8,198 8,316 8,511 8,522 8,581 －

       乳量（㎏）  北海道 8,027 8,046 7,988 8,017 8,056 8,218 8,407 8,394 8,517 －

区　分　／　年

うち 未経産牛
　　（乳用後継牛）頭数（千頭）

資料：資料：農林水産省 「畜産統計」、「牛乳乳製品統計」
注：各年とも２月１日現在の数値。

ただし、経産牛一頭当たり乳量は年度の数値。
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（３）生産コストと所得の推移

・ 生乳1kg当たりの生産コスト（全算入生産費）は、飼料価格の上昇等により20年度にかけて上昇し、その後横ばいで推移した
が、27年度に減少。28年度は前年と同水準で推移したが、29年度は初妊牛価格の上昇等によりわずかに増加。

・ 所得は、26年度以降、主産物価格の上昇等により増加傾向で推移していたが、29年度は生産コストの上昇により概ね横ば
い。

（円）

（年度）

全算入生産費（生産コスト）

主産物価格（収入）

所得
（主産物価額－｛全算入生産費－（家族労働費＋自己資本利子＋自作地地代）｝）

生乳1kg当たりのコストと所得（全国）

～～

円/実搾乳量100kg

出典：農林水産省「畜産物生産費統計（平成29年度）」
注１ ：その他物材費等は、光熱水料及び動力費、建物費、農機具費等に地代、利

子を加算し、副産物価額を差し引いたもの。
注２：消費税含む。
注３：構成割合は端数の関係により、合計しても100％にならない場合がある。

（50％）

（22％）

（53％）

（22％）

（22％） （24％）

（27％）

生乳生産費（全算入生産費）の地域別比較
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（52％） （26％）
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・ 酪農経営における労働時間は、他の畜種や製造業と比べ長い状況。
・ このような状況を踏まえ、労働時間の削減に向け、①飼養方式の改善、②機械化、③外部化等の取組を推進。
・ 機械化については、搾乳や給餌作業の負担軽減等に資する機械装置の導入を支援。
・ 外部化については、育成に係る労働負担を軽減するため、預託先の確保や受入頭数の拡大を図るなど、育成を外

部化できる環境作りを推進。
・ また、周年を通じて拘束時間が長い酪農家の労働負担を軽減するため、酪農ヘルパーの取組を支援。

（４）酪農経営における労働負担

○ 1人当たり年間平均労働時間(平成28年）

酪農
肉用牛
（繁殖）

肉用牛
（肥育）

養豚 製造業

2,259 1,627 1,821 2,056 2,050

（１）飼養管理方式の改善
・つなぎ飼いからフリーストールへの変更、放牧

（２）機械化

・搾乳ロボット、自動給餌機械、餌寄せロボット、ほ乳ロボット
等の導入

（３）外部化
・キャトル・ステーション（ＣＳ）、キャトル・ブリーディング・
ステーション（ＣＢＳ）、ＴＭＲセンター、コントラクター、
酪農ヘルパー

○ 労働時間の削減に向けた取組

酪農ヘルパーの利用拡大（ALIC事業）

・ 酪農経営支援総合対策事業により、酪農ヘルパーの利用拡大
を支援。
① 傷病時における経営継続を支援

→傷病時（病気、事故、出産、研修等）の利用料金を軽減
するために助成

② ヘルパー利用組合の強化を支援
③ ヘルパー人材確保・育成を支援

8

公共牧場における夏期預託から周年預託への転換等の機能強化の取組

育成の外部化の実現に向けた支援策（H30補正）

○ 労働時間の削減に向けた国の支援策

資料：農林水産省「営農類型別経営統計」、厚生労働省「毎月勤労統計」より算出

① 省力化機械の導入等を支援

② 後継牛の預託施設の整備等を支援

畜産経営体生産性向上対策（H31当初）

省力化機械の導入と一体的な施設整備を支援

酪農労働省力化推進施設等緊急対策事業（ALIC事業）



機械
装置

搾乳ロボット
搾乳ユニット

自動搬送装置
発情発見装置 分娩監視装置 哺乳ロボット

導入前
搾乳牛１頭毎に１日２回以
上搾乳するための労力と
時間が必要

自力で搾乳機（約9ｋｇ）を

移動させるため、労働負担
が大きい

毎日一定時間の発情監視
が必要（夜間の発情見落と
し等の懸念）

分娩が近い牛について、事
故がないように24時間体
制で監視

子牛１頭毎に１日２回以上
哺乳するための労力と時
間が必要

導入後

自動的に搾乳が行われる
ため、搾乳作業の労力が
基本的になくなるとともに、
搾乳回数の増加による乳
量増加に効果
Ex：導入後、１日当たりの
搾乳時間が30％強削減

搾乳機をレールで自動搬
送するため、搾乳にかかる
労力を軽減でき、人手不足
に効果
Ex：導入後、搾乳に必要な
労働者数・時間が減少

発情が自動的にスマホ等
に通知されるため、監視業
務の軽減や分娩間隔の短
縮に効果
Ex：導入後、分娩間隔419
日まで短縮（全国平均432
日）

分娩が始まると自動的に
連絡が来るため、長時間
の監視業務が軽減
Ex；導入後、分娩事故率が
大幅に減少（2.2→0.3％）

自動的に哺乳されるため、
省力化とともに、子牛の発
育向上に効果
Ex：導入後、子牛の哺乳に
係る労働時 間が80％低減。

・ 酪農の生産基盤強化を図る上で、分娩間隔の短縮や子牛の事故率低減、労働負担の軽減を図ることが重要。

・ このため、ＩＣＴ（Information and Communication Technology：情報通信技術）等の新技術を活用した搾乳ロボットや発情発見装置、

分娩監視装置等の機械装置の導入を支援し、酪農経営における生産性の向上と省力化を推進。

発情発見装置 分娩監視装置搾乳ロボット 哺乳ロボット搾乳ユニット自動搬送装置

（５）酪農の生産性の向上、省力化の推進
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（１）飼料自給率の現状と目標

輸入８７％

国産１３％

輸入８０％

国産２０％

濃厚飼料 （２９年度概算） （３７年度目標）

飼料全体 ２６％ ４０％

粗飼料

○乾草
○サイレージ

牧草、青刈りとうも
ろこし、稲発酵粗飼
料（稲WCS）

○放牧利用
○稲わら
○野草（林間地等）

国産

１００％

輸入２２％

国産

７８％

（２９年度概算） （３７年度目標）

（２９年度概算） （３７年度目標）

○穀類
（とうもろこし、飼料用米等）

○エコフィード
（パンくず、豆腐粕等）

○糠・粕類
（フスマ、ビートパルプ、

大豆油粕、菜種油粕等）

○その他
（動物性飼料、油脂等）

・ 29年度（概算）の飼料自給率（全体）は26％。このうち、粗飼料自給率は78％、濃厚飼料自給率は13％。
・ 農林水産省では、飼料自給率について、粗飼料においては水田での稲WCSや畑地での飼料作物の作付拡大等を中心に、濃厚飼料

においてはエコフィードの利用や飼料用米作付の拡大等により向上を図り、飼料全体で40％（37年度）を目標としている。

近年の飼料自給率の推移飼料自給率の現状と目標

年度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
H２９

（概算）

全 体 26% 25% 25% 26% 26% 26% 27% 28% 27% 26%

粗 飼 料 79% 78% 78% 77% 76% 77% 78% 79% 78% 78%

濃 厚 飼 料 11% 11% 11% 12% 12% 12% 14% 14% 14% 13%

・ 飼料自給率（全体）は、29年度において、粗飼料自給
率は前年度同であったものの、濃厚飼料自給率は低下し
たため、前年度比１ポイント減の26％となった。

・ 粗飼料自給率は、29年度において、飼料作物の単収が
前年度の水準を上回り、国産の供給量が増加したものの、
輸入量も増加したため、前年度同の78％となった。

・ 濃厚飼料自給率は、29年度において、飼料用米やエコ
フィードなどの国産原料の供給量が横ばいであった中、
家畜の飼養頭羽数の増加に伴う濃厚飼料の需要増に対応
するために主な原料であるとうもろこしの輸入量が増加
したこと等により、前年度比１ポイント減の13％となっ
た。

３ その他

10



国産飼料基盤に
立脚した畜産の確立

飼料全体 ２６％ ４０％

粗飼料 ７８％ １００％

濃厚飼料 １３％ ２０％
生産増加

○ コントラクター注２、ＴＭＲセンター注３

による飼料生産の効率化
・作業集積や他地域への粗飼料供給等、

生産機能の高度化を推進

○ 飼料増産の推進
①水田の有効活用、耕畜連携の推進

②草地等の生産性向上の推進

③放牧の推進

○ エコフィード注４等の利用拡大
・食品加工残さ、農場残さ等未利用資源

の更なる利用拡大

耕作放棄地放牧 飼料収穫作業 ＴＭＲ調製プラント

余剰食品の飼料化

○ 飼料生産技術の向上

・高品質飼料の生産推進

青刈り
とうもろこし

集約放牧

優良品種の導入

稲発酵粗飼料専用機械

注１ 稲発酵粗飼料：稲の実と茎葉を一体的に収穫し発酵させた牛の飼料 注２ コントラクター：飼料作物の収穫作業等の農作業を請け負う組織

注４ エコフィード：食品残さ等を原料として製造された飼料注３ TMRセンター：粗飼料と濃厚飼料を組み合わせた牛の飼料（Total Mixed Ration）を製造し農家に供給する施設

汎用型飼料収穫機

稲発酵粗飼料※１

・ 酪農・肉用牛の生産基盤の強化のためには経営コストの３～５割程度を占める飼料費の低減が不可欠。
・ このため、水田や耕作放棄地の有効活用等による飼料生産の増加、食品残さ等未利用資源の利用拡大の推進等の総合

的な自給飼料増産対策により、輸入飼料に過度に依存した畜産から国産飼料に立脚した畜産への転換を推進している。

（２）国産飼料基盤に立脚した生産への転換

利用拡大

３７年度
（目標）

２９年度
（概算）

飼料自給率

11

飼料用米の利活用
生稲わらサイレージ



１．最近の生乳需給をめぐる状況（３）アニマルウェルフェア

12

・ 家畜の飼養管理の一般原則として、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、「産業動物の飼養及び保管に関する
基準｣が定められている。このような中、アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理を広く普及・定着させるため、「アニマル
ウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理の基本的な考え方について」を策定。

・ また、学識経験者、生産者、獣医師、消費者等からなる検討会を（公社）畜産技術協会が設置し、平成21年から畜種ごとの
「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」（肉用牛、乳用牛、ブロイラー、採卵鶏、豚、馬）を作成。

・ 乳用牛に係る本指針は平成22年に作成し、OIE指針の策定・改正など踏まえ、近年は毎年見直しを実施。

・ 家畜を快適な環境下で飼育することにより、家畜のストレスや疾病を減らし、結果として生産性の向上等につながることか
ら「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」の周知を図っていく必要。なお、本年３月に「断尾」を実施しない
ことに関する技術レターを発出。

我が国における対応状況

動物の愛護及び管理に関する法律

産業動物の飼養及び保管に関する基準

OIE（国際獣疫事務局）策定の指針（コード）
平成27年５月 採択

《飼養管理の一般原則》 《畜種毎の対応》

アニマルウェルフェアの考え方に対応した

乳用牛の飼養管理指針（平成22年３月～）

アニマルウェルフェアに配慮した
家畜の飼養管理の基本的な考え方について



Ⅱ 乳牛改良をめぐる情勢

13



１．最近の生乳需給をめぐる状況１ 乳用牛の改良の変遷

14

・昭和40年代から、凍結精液の急速な普及に伴い、乳用牛の改良が進展。
・改良の進展と飼養管理技術の向上の結果、経産牛１頭あたりの乳量は年々増加し、平成29年度では約8,600kgに達したところ。

経産牛1頭

当たり乳量
（kg／頭）

１戸あたり

経産牛頭数
（頭／戸）

乳用牛改良 飼養管理技術

昭和30年

35年

・ミルカーの利用開始

40年

45年
4,250

4,424

2.0

3.4

・凍結精液の普及

・後代検定、牛群検定の開始

・パイプラインミルカー及びバルク

クーラーの導入
50年

55年
4,464

5,006

6.9

11.2

・受精卵移植産子の誕生 ・TMR（完全混合飼料）の導入

60年 5,640 16.0 ・ミルキングパーラーの導入
平成元年

5年
6,380

6,765

19.0

25.2

・全国統一の種雄牛評価開始

・ほ乳ロボット、搾乳ロボット導入

10年

15年
7,366

7,613

31.8

37.6 ・インターブル参加
・牛トレサ法制定
・搾乳ユニット自動搬送装置販売

20年

25年
8,012

8,198

40.9

47.6

・乳用牛群検定全国協議会設立

・性判別精液の商業利用開始
・ゲノム評価の開始

・発情発見装置販売

・分娩監視装置販売
・搾乳ロボット導入が本格化

29年 8,581 52.0 ・ロータリー型ロボットの導入



１．最近の生乳需給をめぐる状況２ 種雄牛生産体制

15

・ 種雄牛は、ＪＡＡＢ（家畜人工授精事業協議会）の構成員３団体が民間ベースで主として生産。
・ 家畜改良センターの雌遺伝子を活用した近交交配を避けやすい種雄牛（アウトクロス）、日本の風土への適合性を目指した種雄牛な
ど、民間では取り組むことができない、あるいはリスクが大きすぎる種雄牛造成については、J-Sireプロジェクトの枠組みの中で生産。



優良牛の検索・
計画交配

１年目 ２年目 ３年目 ４～５年目 ６年目 ７年目 検定済
種雄牛

供用開始

候補種雄牛の
育成、選定

後代検定娘牛
生産のための
調整交配

後代検定娘牛
の生産・育成・
交配・分娩

後代検定娘牛の
泌乳能力検定・
体型調査の実施

検定成績の集
計・分析、種雄
牛選抜

候補種雄牛
生産用父牛

候補種雄牛
生産用母牛

計画交配

調整交配

後代検定娘牛
生産用母牛

後代検定娘牛

体型データ・泌乳データ

遺伝的

能力評価
選抜

候補種雄牛
の育成

候補種雄牛

検定済種雄牛
の誕生

育成・分娩

約300頭 140頭

6,300頭

のべ
56,700頭

約20頭

時期 H4～H6 H7～H14 H15～H26 H27～H29 H30～

候補種雄牛 184頭 185頭 185頭 160頭 140頭

後代検定娘牛
生産用母牛

53,000頭 74,000頭 83,250頭 72,000頭 56,700頭

３ 後代検定の仕組み

16



１．最近の生乳需給をめぐる状況４ 遺伝的能力評価の実施状況

17

・ 検定において（一社）家畜改良事業団が収集する泌乳記録、（一社）日本ホルスタイン登録協会が行う体型審査等による体型記録お
よび血統登録をもとにした血縁情報、およびこれらの仕組みをベースにしたSNP情報を用いて、（独）家畜改良センターが遺伝的能力評
価を実施。

区分 公表事項 公表頭数

検定済種雄牛 ・国内種雄牛トピックス
・供給可能種雄牛
・総合指数上位４０位
・精液供給可能種雄牛の遺伝能力曲線（ＮＴＰ順）

－
68頭
40頭
68頭

雌牛 牛群検定参加牛のうち総合指数上位１００位
総合指数上位1,500位
産乳成分上位5,000位
現検定牛及び公表可能な未経産牛のパーセンタイル
公表可能な未経産牛の総合指数上位1,000位

100頭
1,501頭
5,035頭
－
1,002頭

若雄牛 国内若雄牛
海外若雄牛

13頭
525頭

＜2019年2月公表＞



１．最近の生乳需給をめぐる状況５ 国産及び輸入精液の使用本数と使用率（推定）

18

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

(本)

輸入本数

国内精液使用本数(推定)

国内精液使用率

738,257本
52.9％

658,311本
47.1％

（年度）

資料：畜産統計、
牛群検定成績、
SIC調べ等

・ 29年度の輸入精液の推定利用率は、52.9％。
・ 国内精液に無い特性や優れた能力を持つ輸入精液の利用は、我が国の乳牛改良への貢献が期待されるものの、国内で種雄牛を生
産・選抜する後代検定の仕組みを維持していくためには、国産シェアをこれ以上減少させないことが課題。



６ 酪農主要国における種雄牛の遺伝的能力の推移

○ 2003年よりインターブル*が実施する国際評価に参加。

○ 我が国の種雄牛の遺伝的能力は、近年では酪農主要国と肩を並べる水準

資料：家畜改良センター乳用牛評価報告（H30.12）

※インターブル：国際種雄牛評価サービス（International Bull Evaluation Service）のことを指し、乳用牛の遺伝的能力
の国際的な比較を促進することを目的に設立された国際機関 19



７ 乳量（表型値）の国際比較

○ 各国の牛群検定の結果を比較すると、イスラエルでは11,500kg、米国では10,500kgを超えている。
○ 我が国は近年、北米や韓国の乳量の増加割合に比べ、伸び幅が及んでいない状況。

国名
加入頭数

（頭）
加入率
（％）

ｲｽﾗｴﾙ 118,325 94.0

米国 4,383,422 47.0

カナダ 691,713 73.2

日本 530,074 62.2

韓国 147,455 60.3

ｵﾗﾝﾀﾞ 1,608,984 92.3

○ 各国の牛群検定への加入状況

年

20



○ バランスよく改良を進めるため、我が国では産乳、耐久性、疾病、繁殖などの要素を加味した総合指数を用いて種雄牛を
選抜。

○ 1996年に公表、利用開始、2000年、2001年、2003年、2010年、2015年に見直し

Nippon  Total  Profit  index（NTP）
総合指数

総合指数（NTP）
7.0（産乳成分）＋1.8（耐久性成分）＋1.2（疾病繁殖成分）
産乳成分
38（乳脂量）／（標準偏差）＋62（乳蛋⽩質量）／（標準偏差）
耐久性成分
35（肢蹄得率）／（標準偏差）＋65（乳房成分）／（標準偏差）
乳房成分
０.17（乳器得率）＋０.83｛０.18（前乳房の付着）＋０.09（後乳房の⾼さ）＋０.10（乳房の懸
垂）
＋０.24（乳房の深さ）＋０.07（前乳頭の配置）－０.10（前乳頭の⻑さ）－０.22（後乳頭の配置）｝
疾病繁殖成分
－33｛（体細胞スコア）－（ベース年⽣まれ雌⽜の体細胞スコアの平均）｝／（標準偏差）
＋17 （泌乳持続性）／（標準偏差）
－50｛（空胎⽇数）－（ベース年⽣まれ雌⽜の空胎⽇数の平均）｝／（標準偏差）

産乳成分 耐久性成分

乳 脂 量（27%） 乳蛋⽩質量（43%） 肢蹄得率（6%） 乳房成分（12%）

乳 器 得 率
前乳房の付着
後乳房の⾼さ
乳房のけん垂
乳 房 の 深 さ
前乳頭の配置

疾病繁殖成分

体細胞スコア（4%）

前乳頭の⻑さ
後乳頭の配置

泌乳持続性（2%）

空 胎 ⽇ 数（6%）

８ 総合指数について

21



○ 近年は、農家戸数、飼養頭数の減少を受けて、参加農家数・頭数は減少しているが、検定参加割合は増加。
○ 検定参加により、データに基づく飼養管理が可能となり、平均乳量も全国平均より高くなっている。

９ 牛群検定の普及状況とメリット

( 割合 ) 実施牛 ( 割合 )

( 5.9 ) 96,953 ( 8.6 )

( 14.4 ) 293,409 ( 22.5 )

( 24.2 ) 461,224 ( 35.1 )

( 29.2 ) 543,176 ( 42.3 )

( 34.1 ) 528,434 ( 43.6 )

( 37.1 ) 522,947 ( 46.5 )

( 42.5 ) 570,335 ( 54.5 )

( 47.8 ) 555,521 ( 59.5 )

( 51.2 ) 535,003 ( 61.5 )

( 49.8 ) 530,074 ( 60.9 )

( 52.4 ) 494,316 ( 62.4 )

北海道 ( 71.5 ) 346,987 ( 75.2 )

都府県 ( 40.4 ) 172,528 ( 47.0 )
資料：（一社）家畜改良事業団 「乳用牛群能力検定成績のまとめ」

29年度 7,917

4,188

3,729

27年度 8,353

28年度 8,121

　22年度 9,707

17年度 10,929

12年度 11,599

60年度 17,587

平成２年度 17,287

７年度 13,755

実施農家

昭和50年度 7,631

55年度 13,833

牛群検定の普及状況 乳量の比較

（ｋｇ）

全国平均 8,581

検定参加牛 9,382

検定非参加
牛（推計）

7,252

経産牛１頭あたり年間平均乳量
（平成29年度）

22
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都府県

全国

北海道

48.3

33.8

21.9

乳めす 乳おす 交雑種 和牛酪農家
由来

10 乳用後継牛の確保に向けた取組

・ 黒毛和種の交配率の上昇により、平成26～28年度にかけて乳用雌子牛の出生が1万頭程度減少。
・ 性判別精液の活用等の後継牛確保の取組の推進により、平成30年度は近年でも相当高水準の乳用雌子牛の出生を予測。
・ 今後は、預託等を通じて、出生した雌子牛を着実に育成し、生乳生産の回復につなげていくことが重要。

23

性判別の精液の活用（普及率16％：H30.７～９）、和牛受精卵の活用（酪農
経営で生産された和子牛：3.6万頭（和子牛全体の約７％））、 性判別精液

製造機器等の導入を支援 【畜産酪農生産力強化対策事業：H29】

乳用牛から
生産した子牛

肉用牛から
生産した子牛

性判別精液の活用

30

乳用牛への黒毛和種精液等の交配状況

資料：日本家畜人工授精師協会
（年）

(%)

乳用雌子牛の出生頭数

資料：家畜改良センター、乳用牛群検定全国協議会

(年度)

預託育成の推進

粗飼料の豊富な
地域への子牛預託

初妊牛

省力化機器の整備（給餌、ほ乳等）、運動場の整備（電牧柵等）
【酪農経営体生産性向上緊急対策事業】
広域預託の推進【酪農経営支援総合対策事業：ALIC】

16％
性判別精液（全国）



１．最近の生乳需給をめぐる状況11 泌乳持続性とは

24

・泌乳持続性とは、泌乳期間を通じて、毎日の泌乳量の変化が少なく、同じ程度の乳量が持続して得られる特性のこと。
・泌乳量が多い期間は、泌乳に必要なエネルギー・栄養分を補うため、飼料の多給が必要。他方、泌乳量が少ない時期は、給餌量を少
なめに調整する必要。泌乳と給餌のバランスが崩れると、過肥や削痩となり、体調を崩すおそれがある。

・泌乳持続性が高く、一定した給餌量で飼養が可能な牛は、特にフリーストール牛舎において「飼いやすい牛」として評価されている。

出産

泌乳持続性のイメージ

フリーストール牛舎では、放し飼いのため
個体毎に給餌量を調整することが困難。



１．最近の生乳需給をめぐる状況（参考）泌乳持続性に関する研究事例

25



機器名
（代理店）

ASTRONAUT
（株式会社コーンズ・エージ－）

VMS
（デラバル株式会社）

ＭＩone（エムアイワン）
（GEAオリオンファームテクノロジー
ズ）

社名
(国)

LELY（レリー）社
（オランダ）

DELAVAL（デラバル）社
（スウェーデン）

GEA（ゲア）社
（ドイツ）

特徴等 日本国内で最も導入されてい
る。ランニングコストを極力低
減する方向で製品開発に臨
んでいるとのこと。

オプションで自動生乳分析機
を連動させることができ、乳房
炎や発情兆候の発見を効率
的に行える。

低コストで複数台導入できる。
（ロボットを連結するだけでよく、
真空ポンプや洗浄装置等の付
属機器を共有して使用でき
る。）

１２ 搾乳ロボットについて

・ 搾乳ロボットは、酪農家の労働時間の約半分を占める搾乳作業を自動化することが可能な、効率的な省力化機器。
・ 24時間搾乳対応を可能とすることにより、搾乳回数が増え、牛１頭当たりの生乳生産量が約１割増加。

26



１．最近の生乳需給をめぐる状況１３ 乳牛のロボット搾乳への適合性

適合しない主な理由

27

・農家が搾乳ロボットを導入しても、１～２割程度の牛がロボット搾乳に適合せず、パーラーなどの従来手法で搾乳しているとの現場の声
がある。

・適合しない主な理由として、乳器、体型、搾乳性、気質について、これまでの改良と違った要素が挙げられている。

項目 主な不適合事例

乳器 ・ロボットのセンサーが認識できない乳頭
（交差乳頭など）
・ロボットアームが作業できない乳房

（極端な高低差のある乳房、腹より高い位
置にある乳房、床面に近すぎる乳房、など）

体型 ・大きすぎてロボットに入らない体格

・自力でロボットに歩いてこられないような
弱い肢蹄 等

搾乳性 ・泌乳速度が遅く、一定時間内に搾乳が終
わらない 等

気質 ・搾乳中にロボット内で暴れる
・機械音を怖がってロボットに近づかない

等
（一社）日本ホルスタイン登録協会資料

令和元年度に調査予定の項目

畜産ＩＣＴ事業において、数千頭の検定牛等を対象に、
以下の項目を調査する予定。
・乳器（乳頭配置、乳房の傾斜度、乳房底面と床との距離）
・体型（寛幅）
・搾乳性（検定牛の一部を実測）
・気質（聞き取り調査）
※ 乳器、体型については、来年度以降に調査項目を拡大

する方向で検討

（参考）



＜事業の内容＞ ＜事業 イ メ ー ジ＞

１．畜産経営体の⽣産性向上対策
○ 畜産農家の省⼒化・⽣産性向上を図るため、以下の取
組を⽀援します。

①搾乳ロボット・発情発⾒装置等のICT関連機械の導⼊
②畜産農家のICT化に向けた調査
③IoT機械装置の規格にあった家畜⽣産等の推進

２．全国データベース構築
○ ⽣産関連情報を⼀元的に集約する全国データベースの
構築及びデータベースに基づき⾼度な経営アドバイスを
提供する体制の構築等を⽀援します。

持続的⽣産強化対策事業のうち
畜産経営体⽣産性向上対策 【令和元年度予算額 3,000（－）百万円】

＜対策のポイント＞
酪農家や⾁⽤⽜農家の労働負担軽減・省⼒化に資するロボット・AI・IoT等の先端技術の導⼊や、畜産農家に⾼度かつ総合的な経営アドバイスを提供
するためのビッグデータ構築を⽀援します。
＜政策⽬標＞［乳⽤⽜産⼦︓平成30年→令和６年まで、⾁⽤⽜産⼦︓平成29年→令和６年まで］
⼦畜の出⽣頭数の増加（乳⽤⽜産⼦︓72.0万頭／年→74.4万頭／年、⾁⽤⽜産⼦︓51.7万頭／年→54.7万頭／年）

［お問い合わせ先］⽣産局畜産振興課（03-6744-2587）

国
⺠間団体

⺠間団体

協議会
定額、
1/2以内

定額

定額

＜事業の流れ＞

①省⼒化・⽣産性向上につながる機械装置（各種データ取得が可能）の導⼊を
⽀援（搾乳ロボット・発情発⾒装置等）

飼養管理(搾乳、給餌等)分娩監視発情発⾒
(⼈⼯授精)

ビッグデータ

個体識別情報 乳量・乳成分情報

疾病履歴情報⼈⼯授精情報

⽣産関連情報

全国データベース
による⼀元集約化

⺠間クラウド ビッグデータに基づく⾼度・
総合的な経営アドバイス

⺠間団体
定額、
1/2以内

③機械装置不適合家畜
に関する調査

×
（乳頭交差）

・乳頭がセンサーに
認識されない家畜
の調査 等

②データ取得機械に関
する調査

・新型機械の調
査、具体的効
果の測定 等

（１①の事業）

１②、③の事業
２の事業

（１②の事業）

１．畜産経営体の⽣産性向上対策

２．全国データベース構築

〈全国版畜産クラウドシステム〉
28



１．最近の生乳需給をめぐる状況１４ 近交係数の推移

ホルスタイン種の近交係数の推移

29

・ 我が国のホルスタイン種の近交係数は近年上昇しており、近年は6.5％程度（全ての乳牛がいとこ同士くらいの血縁の濃さ）。
・ 酪農家等が近交係数を考慮して交配計画を作成できるように、（一社）日本ホルスタイン登録協会により、「家畜改良データバンク」が
運用されている。

・ 一方、致死性の潜性遺伝子等について、遺伝子プールから除去ないし保有牛が特定されているものも多くなってきており、近交係数
が高くなってもその弊害を表型値として現れにくくする取組も進んでいる。

近交係数上昇抑制の取組



１．最近の生乳需給をめぐる状況（参考）クロスブリーディング

Ｈ社のＫ試験場における実証試験

30

・ 豚や鶏では複数の品種を掛け合わせ（クロスブリーディング）、雑種強勢により生産効率を挙げる取組が一般的。肉用牛でも、ホルス
タインに和牛を掛け合わせたＦ１利用が進んでいる。

・ 乳牛では、ホルスタインなどの純粋種の利用が主流であるが、近交係数の高まり等を踏まえて、複数品種の掛け合わせが一部の国・
地域で行われており、我が国でも民間の試験場で実証試験が進められている。

（Ｒ元年５月現在の状況）

・ホルスタイン種×モンベリアール種の
Ｆ１産子を２３頭飼育中（１～１２ヶ月齢、雌20頭、雄３頭）

・今後、得られたＦ１雌子牛にカナディアンエアーシャー種
（作出にバイキングレッド種が使用されている）等を交配し、
乳量、乳質、繁殖成績、耐病性、長命性などを実証する予
定。



Ⅲ 乳用牛の改良増殖目標のうち
数値目標の検証
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１．最近の生乳需給をめぐる状況１ 数値目標の変遷

32

・ 乳用牛の家畜改良増殖目標については、乳量、乳成分（乳脂肪、無脂乳固形分、乳タンパク質）、初産月齢について数値目標を
設定。

・ 第9次目標からは、表型値だけでなく、育種価の目標も策定。

雌表型値 雌育種価 雄育種価 雌表型値
（参考指標）

雌育種価 雄育種価 雌表型値 雌育種価 雄育種価

乳量 8,400kg - -
8,000～

9,000kg

+113kg/年

(※2)

+137kg/年

(※2)

8,500～

9,000kg

+74.2kg/年

(※2)

+60.0kg/年

(※2)

乳脂肪 3.90% - - 4.0%(※1)
+2.6kg/年

(※2)

+3.2kg/年

(※2)
3.9%(※1)

+1.9kg/年

(※2)

+1.8kg/年

(※2)

無脂乳固形

分
8.80% - - 8.8%(※1)

+9.2kg/年

(※2)

+10.9kg/年

(※2)
8.8%(※1)

+6.3kg/年

(※2)

+5.0kg/年

(※2)

乳タンパク

質
3.30% - - 3.2%(※1)

+2.9kg/年

(※2)

+3.3kg/年

(※2)
3.3%(※1)

+2.1kg/年

(※2)

+1.6kg/年

(※2)

初産月齢 25ヶ月 - - 24ヶ月 - - 24ヶ月 - -

第8次（目標年度：平成27年） 第9次（目標年度：令和２年） 第10次（目標年度：令和７年）

※１　「現在の乳成分率を引き続き維持」との目標であり、具体的な数値は示されていない。

※２　「現在の改良量を引き続き維持」との目標であり、具体的な数値は示されていない。
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１．最近の生乳需給をめぐる状況

33

・ 経産牛１頭あたり乳量は毎年増加傾向で推移。

資料：農林水産省「畜産統計」、「牛乳乳製品統計」より推計

年度

（ｋｇ）

２ 現行目標に対する進捗状況 （１）経産牛１頭あたり乳量の推移

全国： 7,462kg
北海道： 7,630kg
都府県： 7,325kg

全国： 7,988kg
北海道： 8,032kg
都府県： 7,945kg

全国： 8,153kg
北海道： 8,018kg
都府県： 8,305kg

全国： 8,581kg
北海道： 8,504kg
都府県： 8,672kg
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１．最近の生乳需給をめぐる状況（２）乳成分の推移

無脂乳固形分

34

・ 乳量が増加する一方、乳質が低下しないよう改良が進み、乳脂率及び無脂乳固形分はほぼ横ばいで推移。

資料：農林水産省「畜産物生産費調査」 資料：（一社）家畜改良事業団「乳用牛群能力検定成績のまとめ」

年度
年度

乳脂肪分

（％）

3.86                     3.84                     3.84                       3.82

3.92                     3.96                     3.91                       3.90

3.95                     4.02                     3.98                       3.97
8.76

8.73

8.69

8.73
8.73

8.72

8.75
8.74

8.71

8.76
8.76

8.75

（％）



１．最近の生乳需給をめぐる状況（３）繁殖成績の状況

35

・ 初回授精受胎率は低下傾向で推移。
・ 分娩間隔は横ばいで推移しているが、より一層の短縮が望まれる。
・ 飼養管理の改善を含め、繁殖性向上は今後の課題。

資料：（一社）家畜改良事業団「乳用牛群能力検定成績のまとめ」

（Ｋｇ）

搾乳牛１頭あたり乳量

資料：（一社）家畜改良事業団調べ
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１．最近の生乳需給をめぐる状況（４）乳量の育種価の推移

36

・乳用牛の乳量の育種価は、右肩上がりで推移。
・直近10年間の年当たり改良量は、検定済種雄牛では54.2kg／年（2003～12年生まれの牛）、検定牛（雌牛）では57.6kg／年（2006～15
年生まれ）。

（牛が生まれた年）

育種価（乳量、ｋｇ）

検定済種雄牛

検定牛（雌）


